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議    長

事 務 局

議    長

開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、令和５年度第６回総会を開催いたしま

す。

まず、事務局より連絡事項があります。

資料の修正についてお知らせです。

議題３「農地法第５条許可申請に関する件」について、議案書５ページの申請

番号４につきましては、協議が続いていることから、保留とするため、今回議題

に上げないことと致しますので削除をお願いします。これによりまして、議案書

表紙の議題３「農地法第５条許可申請に関する件」の件数を１５件から１４件に

修正をお願いいたします。

以上です。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１８人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。

なお、欠席届が、上四元委員から出されています。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、堀之内委員、本多委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～２ページ ７件

議    長 それでは、議題１「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、９番委員お願いします。

９ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、申請理由：労力不足、相手要望、権利の種別：所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号３号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。

番号４号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号５号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、吉田、１１番委員お願いします。

１ １ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、郡山、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１「農地法第３条許可申

請に関する件」７件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。
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議題２．農地法第４条許可申請に関する件

３ページ １件

議    長 次に、議題２「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

それでは、喜入、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、農業用倉庫１棟１５６．００㎡、通路等１９８．００㎡、東…本人

畑、西…他人畑、南…本人畑、農道、北…水路、境界…土留、雨水…水路放流。

この件について補足説明をいたします。

申請地は、喜入支所から南西に約２．６ｋｍに位置する、「農用地区域内農地」

に該当します。

農用地区域内農地は原則として農地転用することができませんが、令和５年８

月に農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）の審議を行っており、不許可の

例外である、農地法第４条第６項但し書きに規定する「農用地利用計画指定用途

に供する場合」に該当するため、今回の転用許可はやむを得ないと判断いたしま

した。

なお、申請地は、転用許可を受けないまま工事を着工していたことから、今回

工事を中止させ、始末書添付の上、申請するものです。申請人には、転用を行う

場合は農地法の許可を受けなければならないこと、今後このようなことのないよ

う指導いたしました。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、農用

地区域内農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２「農地法第４条許可申

請に関する件」１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。

但し、農用地区域内農地であるため、「県農業会議」に意見聴取し、許可して差

し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付することといたします。

議題３．農地法第５条許可申請に関する件

４ページ～８ページ １４件

議    長 次に、議題３「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、９番委員お願いします。
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９ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：住家１棟１２２．９７㎡、庭敷地等３５４．０３㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東…宅地、西…宅地、他人畑、南…他人畑、北…

農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売

買。

番号２号、通路１３２．００㎡、東…雑種地、西…農道、南…宅地、北…他人

畑、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

この件に関しまして、補足して説明します。

申請人は、必要な手続きを経ずに、当該地を平成１４年ごろから通路として使

用していたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。

代理人を通じて、転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならない  

こと、今後は、このようなことのないよう指導いたしました。

番号３号、駐車場１１２．５０㎡、転回場等２５６．５０㎡、東…宅地、西・

北…山林、南…市道、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

この件に関しまして、補足して説明します。

申請人は、必要な手続きを経ずに、当該地を平成２０年ごろから駐車場として

使用していたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。

代理人を通じて、転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならない  

こと、今後は、このようなことのないよう指導いたしました。

以上です。

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、住家１棟９７．６７㎡、庭敷地等１９０．３３㎡、東…宅地、西・

北…他人畑、南…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。

番号６号、児童クラブ１棟９４．００㎡、駐車場１７５．００㎡、法面

２１７．００㎡、転回場等２２６．００㎡、東…市道、西・南…貸人畑、市道、北

…宅地、境界…ブロック積、フェンス、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、賃

貸借権。

番号７号、住家１棟１２８．９７㎡、庭敷地等３７０．２２㎡、東…宅地、西・

…貸人畑、他人畑、南…貸人畑、農道、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…

農道側溝、汚水…合併浄化槽、使用貸借権。

番号８号、住家１棟１２８．９７㎡、庭敷地等３７０．２２㎡、東…宅地、西

…渡人畑、他人畑、南…他人畑、農道、北…渡人畑、境界…ブロック積、雨水…

農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、贈与。

以上です。

議    長 次に、吉田、１１番委員お願いします。
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１ １ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、住家１棟６０．４５㎡、庭敷地等１６６．５５㎡、東…市道、西・

南…渡人畑、北…私道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、喜入、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１０号、住家１棟７７．８０㎡、庭敷地等２６２．２０㎡、東・西・南…

渡人畑、北…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所

有権移転、売買。

番号１１号、研修施設１棟３１．３７㎡、駐車場６８．７５㎡、転回場等

２０２．８２㎡、東・北…私道、西…農道、南…原野、境界…土留、雨水…自然

流下、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、松元、１７番委員お願いします。

１ ７ 番 委 員 ご報告します。

番号１２号、建売住宅８棟５２６．６０㎡、通路２２０．００㎡、庭敷地等

１，０２０．６９㎡、東…市道、西・北…宅地、南…宅地、他人畑、境界…ブロッ

ク積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１３号、住家１棟１０５．９９㎡、庭敷地等２８７．６７㎡、東・西・北

…他人田、南…県道、境界…ブロック積、雨水…県道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、郡山、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号１４号、住家１棟１０４．７５㎡、庭敷地等２０９．３０㎡、東…市道、

西・南・北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所

有権移転、売買。

番号１５号、建売住宅１棟８３．０９㎡、駐車場４８．１２㎡、庭敷地等

５０．５９㎡、東・南・北…宅地、西…国道、境界…ブロック積、雨水…国道側

溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

以上です。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３「農地法第５条許可申

請に関する件」１４件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

議題４．非農地認定に関する件

９ページ ３件

議    長 次に、議題４．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、本局、２番委員お願いします。

２ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：孟宗竹自然繁茂、約４０年経過、現況山林。

番号２号、調査結果：法面として約３０年経過、現況雑種地。

以上です。

議    長 次に、喜入、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、調査結果：雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４「非農地認定に関する

件」３件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題５．農用地利用集積計画に関する件

１０ページ～２１ページ ２２件

議    長 次に、議題５「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

それでは、事務局から説明をお願いします。
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事 務 局 資料の１０ページをご覧下さい。

「議案第５号」、令和５年９月２９日公告予定の、農用地利用集積計画集計表に

ついて、ご説明申し上げます。

右側の一番下になります。

賃貸借権１４件、１８筆、１３，８９２．００㎡。使用貸借権８件、１０筆、

８，１０９．００㎡。合計２２件、２８筆、２２，００１．００㎡です。

議案書の１１ページから２１ページは、農用地利用集積計画の内容、うち、

２０ページから２１ページは、配分計画を含む内容です。お目通しをお願いいた

します。

これらは、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。

以上で、説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。

議題６．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

別冊資料２ ２件

議    長 次に、議題６「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。

まず、喜入、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、建売住宅

４．現況、申出地は、喜入町旧麓地区にあり、喜入支所から南へ約０．９ｋｍ

に位置し、東・西側は宅地、南側は里道、北側は農道に接している。

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。

以上です。

議    長 次に、松元、１７番委員お願いします。
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１ ７ 番 委 員 ご報告します。６ページです。

３．変更後の用途、建売住宅

４．現況、申出地は、石谷町花立地区にあり、松元支所から北北東へ約３．６

ｋｍに位置し、東側は他人畑、西・南側は宅地、他人畑、北側は農道に接してい

る。

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」２件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

２２ページ～２５ページ ４件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

まず、谷山、９番委員お願いします。

９ 番 委 員 報告します。２２ページです。

照会日：令和５年８月２２日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和５年９月５日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、２３ページです。

照会日：令和５年８月２４日、現況：不明、調査結果：該地は市街化調整区域

内にあり、所在不明である。

処理状況：令和５年９月５日 鹿児島地方法務局へ報告済。

議 長 次に、伊敷、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 報告します。２４ページです。

照会日：令和５年８月３０日、現況：非農地、調査結果：該地市街化区域調整

内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和５年９月７日 鹿児島地方法務局へ報告済。

議 長 次に、松元、１７番委員お願いします。

１ ７ 番 委 員 報告します。２５ページです。

照会日：令和５年８月１５日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和５年８月２８日 鹿児島地方法務局へ報告済。

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

２６ページ～２８ページ １７件

３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

２９ページ～３６ページ ２２件

４．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について

３７ページ～４０ページ ８件

議 長 次に、報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

報告事項４「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。
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事 務 局 ２６ページをお開き下さい。

報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告」の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１７件です。

登記地目別では、田２６筆、２０，０６４．０１㎡、畑４０筆、

２２，２３１．００㎡となっております。取得した事由別数は、相続が１７件。

権利の種別は、所有権が１７件。農業委員会によるあっせん等は、有が５件、無

が 1２件となっております。

２７ページから２８ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。

事 務 局 次に、２９ページをお開き下さい。

報告事項３「農地法第４条・第５条届出専決に関する報告」の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係では、一般住宅、倉庫、店舗等が各１件、合計３

件となっております。

第５条関係では、多い順に一般住宅が１４件、駐車場が２件、共同住宅、店舗

等、その他が各１件、合計１９件となっております。

３０ページは、４条関係３件、３１ページから３６ページは、５条関係１９件

の内容です。お目通しをお願いいたします。

事 務 局 次に、３７ページから４０ページをお開き下さい。

報告事項４「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」

です。

桜島地区で１件、喜入地区で１件、松元地区で６件、合意解約の通知が出てお

ります。

お目通しをお願いいたします。

  ５．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について

別冊資料３ ６４件

議 長 次に、報告事項５「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関す

る報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 報告事項５「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。

別冊資料３をご覧下さい。

先月の地区推進協議会等で計６４筆の非農地判断を実施して頂いております。

実施結果に基づきまして、関係部署及び備考欄の通知日に所有者へ通知書を送付

しております。内容につきましては、お目通しをお願いいたします。
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議    長 本日の議事は、全て終了しました。

（議事終了：午前１０時２０分）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。

事 務 局 ・令和５年度第７回総会（月例）開催日時は、

１０月２７日（金）午前１０時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

県外視察を１０月３１日と１１月１日に予定しております。内容につきまして

は、地区推進協議会等でお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１０時２５分）
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